
とうべつ健康プラン２１改訂版策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項の規定に基づき策

定された「とうべつ健康プラン２１」の見直しを図るため、とうべつ健康プラン２１

改訂版策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は、次に掲げる者から町長が委嘱する１５名以内の委員をもって

組織する。 

⑴ 健康づくり推進に関わる組織の代表者 ９名以内 

⑵ 保健、医療及び福祉関係者 ２名以内 

⑶ 学識経験者 ２名以内 

⑷ 公募による委員 ２名以内 

２ 委員の任期は、平成２２年３月３１日までとする。 

３ 委員会には、委員の互選により委員長及び副委員長各１名を置く。 

（職務） 

第３条 委員長は、委員会を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第４条 会議は、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長がこれにあたる。 

３ 委員長は、会議に際し、必要に応じて関係者を出席させ、意見を求めることが

できる。 

（事務局） 

第５条 委員会の事務局は、福祉部福祉課に置く。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。 

 

  附 則 

１ この要綱は、平成２１年３月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。 
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